
 

平成２６年１２月市議会定例会提出予定案件 

 

 

（諮 問） 
 

１ 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

 

２ 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

 

３ 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

 

４ 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

 

５ 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

 

（議 案） 
 

１ 専決処分につき承認を求めることについて 

 （平成 26年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第３号）） 

 

２ 茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めることについて 

 

３ 茨木市監査委員選任につき同意を求めることについて 

 

４ 茨木市職員定数条例の一部改正について 

 

５ 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

６ 茨木市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防 

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について 

 

７ 茨木市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定 

について 

 

８ 茨木市老人医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 

９ 児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

  

10 茨木市立子育て支援総合センター条例の一部改正について 

 

11 茨木市駐車場条例の一部改正について 

 

12 茨木市市民会館条例の一部改正等について 

 

13 茨木市福祉文化会館条例の一部改正について 

 

14 茨木市市民総合センター条例の一部改正について 

 

15 茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について 

 

16 茨木市立生涯学習センター条例の一部改正について 
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17 茨木市立ギャラリー条例の一部改正について 

 

18 茨木市都市公園条例の一部改正について 

 

19 茨木市運動広場条例の一部改正について 

 

20 茨木市立市民体育館条例の一部改正について 

 

21 茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例の一部改正について 

 

22 茨木市立男女共生センター条例の一部改正について 

 

23 茨木市市民農園条例の一部改正について 

 

24 茨木市里山センター条例の一部改正について 

 

25 茨木市教育施設等使用条例の一部改正について 

 

26 茨木市公民館条例の一部改正について 

 

27 茨木市立青少年センター条例の一部改正について 

 

28 茨木市青少年野外活動センター条例の一部改正について 

 

29 茨木市総合計画（第５次）基本構想について 

 

30 茨木市立コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

31 茨木市立西河原市民プールの指定管理者の指定について 

 

32 茨木市高齢者活動支援センターの指定管理者の指定について 

 

33 茨木市多世代交流センターの指定管理者の指定について 

 

34 茨木市多世代交流センター及び茨木市立老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につ

いて 

 

35 市営土地改良事業の施行について 

 

36 工事請負契約締結について（市道福井宿久庄線（山麓線２工区）橋梁上部工（第１・２橋梁） 

新設工事） 

 

37 平成 26 年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第４号） 

 

38 平成 26 年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

39 平成 26 年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

（報 告） 

 

１ 平成 26 年度上半期大阪府茨木市財政状況報告について 

 

２ 平成 26 年度上半期大阪府茨木市水道事業業務状況報告について 
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諮問第 4号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

○ 現委員  辻
つじ

 口
ぐち

 恵
え

 美
み

 子
こ

 

        

○ 任 期  平成２７年３月３１日任期満了 

       初就任 平成１８年１月１日就任 ３期目（任期３年） 
 

○ 選任予定者 

諮問第 5号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

○ 現委員  浦
うら

 野
の

 祐
ゆ

 美
み

 子
こ

 
        

○ 任 期  平成２７年３月３１日任期満了 

       初就任 平成２１年４月１日就任 ２期目（任期３年） 
 

○ 選任予定者 

諮問第 6号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

○ 現委員  梶
かじ

 隆
たか

 治
はる

 
        

○ 任 期  平成２７年３月３１日任期満了 

       初就任 平成２４年４月１日就任 １期目（任期３年） 
 

○ 選任予定者 

諮問第 7号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

○ 現委員  山
やま

 田
だ

 ひ ろ 美
み

 
        

○ 任 期  平成２７年３月３１日任期満了 

       初就任 平成２４年４月１日就任 １期目（任期３年） 
 

○ 選任予定者 

諮問第 8号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 

○ 現委員  西
にし

 之
の

 辻
つじ

 功
いさお

 
        

○ 任 期  平成２７年３月３１日任期満了 

       初就任 平成２４年４月１日就任 １期目（任期３年） 
 

○ 選任予定者 
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議案第 67号 
専決処分につき承認を求めることについて 

（平成 26年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第３号）） 

◎ 地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し承認を求める。 

○ 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙執行経費の追加 

○ 補正額  80,652千円 （補正後 88,850,261千円 － 補正前 88,769,609千円） 
 
 （歳  入）                           （歳  出） 

・国庫支出金        80,652千円       ・人件費         26,021千円 

                                       ・物件費         51,171千円 

                                      ・補助費等             4千円 

                                      ・投資的経費       3,456千円 
 

  ・専 決 日  平成２６年１１月２２日 

議案第 68号 茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めることについて 

○ 現委員  京
きょう

 兼
かね

 幸
ゆき

 子
こ

 

        

○ 任 期  平成２６年１２月３１日任期満了 

       初就任 平成１９年１月１日就任 ２期目（任期４年） 
 

○ 選任予定者 

議案第 69号 茨木市監査委員選任につき同意を求めることについて 

○ 現委員  伊
い

 藤
とう

 真
ま

 紀
き

 

        

○ 任 期  平成２６年１２月３１日任期満了 

       初就任 平成２３年１月１日就任 １期目（任期４年） 

 
○ 選任予定者 

議案第 70号 茨木市職員定数条例の一部改正について 

○ 消防職員の定数増に伴う所要の改正 
 

・改正内容 

地震・集中豪雨等の自然災害や、増加する救急需要に対応する消防体制を整備・強化する 

ため、消防職員の定数を増員する。 
 

  現 行：２３９人 → 改正後：２８０人 
 

・施 行 日  公布の日 
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議案第 71号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

○ 平成２６年人事院勧告に基づく給与改定の実施に伴う所要の改正 
 

・改正内容 

平成２６年人事院勧告に基づく給与改定 

ア 給料表  平均給与改定率 ＋０．３％ 

イ 通勤手当 

  交通用具利用者に係る通勤手当を１００円～７,１００円引き上げる。 

   ウ 勤勉手当 

  （１）平成２６年度 支給月数 

一般職員  (＋0.15月分) ６月：改定なし、12月：0.675月分 → 0.825月分 

再任用職員(＋0.05月分) ６月：改定なし、12月：0.325月分 → 0.375月分 

  （２）平成２７年度以降 支給月数 

   一般職員  (＋0.15月分)  1.35月分 →  1.5月分 

           ６月・12月 0.675月分 →  0.75月分 

   再任用職員 (＋0.05月分)  0.65月分 →  0.7月分 

           ６月・12月 0.325月分 → 0.35月分 

 

・関係条例の一部改正（期末手当 ＋0.15月分） 

   茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例 

   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
 
・施 行 日  アイ    公布の日（平成２６年４月１日適用） 

      ウ（１）公布の日（平成２６年１２月１日適用） 

       ウ（２）平成２７年４月１日 

議案第 72号 

茨木市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

制定について 

○ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」の施行に伴う条例の制定 

 

・主な内容 

指定介護予防支援事業者等の指定基準（人員及び運営に関する基準等）を定める。 

 ①指定に必要な申請者の要件 

②人員及び運営に関する基準 

従業者の員数、サービス提供困難時の対応、設備及び備品等、 

記録の整備（介護予防支援の完結日から５年間保存）等 

【市独自基準】※国基準：２年間 

 ③介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

サービス提供にあたっての基本取扱方針、具体的取扱方針（医療サービスとの連携等） 

 

・施 行 日  平成２７年４月１日 
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議案第 73号 
茨木市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準を定

める条例の制定について                    19頁参照 

○ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」の施行に伴う条例の制定 

 

・主な内容 

地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施についての人員及び運営等の基準を 

定める。 

①基本方針 

 ア 各被保険者の状況等に応じて、対象サービス等が利用できるように導き、住み慣れ 

   た地域において自立した日常生活を営むことが出来るようにする。 

 イ 茨木市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な 

運営を確保する。 

②職員に係る基準及び職員数 

   日常生活圏域の第１号被保険者数が概ね 3,000人～6,000人未満ごとに配置すべき包括 

的支援事業に専従する常勤職員の員数 

    ア 保健師その他これに準ずる者 １人 

   イ 社会福祉士その他これに準ずる者 １人 

    ウ 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 １人 

  ※ただし、特例的に次のとおりの配置が可能 

   Ａ 概ね 1,000人未満        上記ア～ウのうちから１人又は２人 

   Ｂ 概ね 1,000人以上 2,000人未満  上記ア～ウのうちから２人（１人は専従） 

   Ｃ 概ね 2,000人以上 3,000人未満  上記ア１人及びイウのうちから１人 

 

・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 74号 茨木市老人医療費の助成に関する条例の一部改正について 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴う所要の改正 

 

・改正内容 

 第２条第１項第３号に規定されている助成対象者を変更する。 

 （現 行）特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患（５６疾患）を有する者 

                 ↓ 

 （改正後）特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患のうち、国の難病としての公費 

      負担医療の対象となる疾患（５３疾患）を有する者 

 

・施 行 日  平成２７年１月１日 
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議案第 75号 
児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

○ 児童福祉法の改正に伴う所要の改正 

 

・改正内容 

 児童福祉法の改正に伴い、茨木市立児童発達支援センター条例、茨木市立障害福祉センタ 

ー条例、茨木市こども健康センター条例の引用条項番号を改める。 

 

・施 行 日  平成２７年１月１日 

議案第 76号 茨木市立子育て支援総合センター条例の一部改正について 

○ 一時保育事業利用者の利便性の向上に伴う所要の改正 

 

・改正内容 

 一時保育事業利用料表の時間区分を変更する。 

            現 行         改正後 

  ３歳未満児 １時間   ４００円  →  ３０分ごとに２００円 

        １日  ２，８００円  →  上限２，８００円 

  ３歳以上児 １時間   ２００円  →  ３０分ごとに１００円 

        １日  １，３００円  →  上限１，４００円 

 

・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 77号 茨木市駐車場条例の一部改正について            20～21頁参照 

○ 茨木市モノレール宇野辺駅前自転車駐車場の増設に伴う所要の改正 

 

・改正内容 

①駐車場の増設 

 ［名称及び位置等］ 

  名 称 茨木市モノレール宇野辺駅前自転車駐車場 

  位 置 茨木市下穂積二丁目３４６番２、３４７番３、３５２番２、３５２番３、 

３５３番２、 

       茨木市宇野辺一丁目３５４番１、１４４６番、１４４７番、１４５０番５、 

       １４５１番１ 

   車両の種類 自転車 

 

 ②利用料金の減免規定及び還付規定について、文言を整理 

 

・施 行 日  ①平成２７年４月１日 

       ②公布の日 
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議案第 78号 
茨木市市民会館条例の一部改正等について 

（議案第 78号～第 93号については 22～27頁参照） 

○ 公の施設使用料の見直し及び市民会館の閉館に伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

②市外居住者が使用するときの利用料金の加算割合を改定  ５割  →  １０割 

③市民会館の閉館に係る条例の廃止（閉館予定日：平成２８年１月１日） 

   →閉館を予定しているため、利用料金の改定は行わない。 

 

 ・関係条例の一部改正 

  議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例 

   →第２条中「市民会館」の項目を削除する。 

 

  ・施 行 日  ①②平成２７年４月１日 

       ③平成２８年１月１日 

議案第 79号 茨木市福祉文化会館条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①利用料金の改定（全日：午前９時から午後１０時まで） 

      文化ホール ４１,３５０円  →  ４２,２００円 ほか 

  ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

③市外居住者が使用するときの利用料金の加算割合を改定  ５割  →  １０割 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

 

議案第 80号 茨木市市民総合センター条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直し及び商品簡易テスト室の廃止に伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①利用料金の改定（全日：午前９時から午後１０時まで） 

      センターホール ７５,２００円  →  ７６,８００円 ほか 

  ②商品簡易テスト室の廃止 

  ③高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

④市外居住者が使用するときの利用料金の加算割合を改定  ５割  →  １０割 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 
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議案第 81号 茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直し及びコミュニティセンターの新設に伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①利用料金の改定（午前：午前９時から午後１時まで） 

     会議室 ８００円  →  ４００円 ほか 

  ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

③コミュニティセンターの名称及び位置の追加 

         名 称                位 置 

   茨木市立春日コミュニティセンター    茨木市上穂積二丁目１３番３０号 

   茨木市立東奈良コミュニティセンター   茨木市東奈良三丁目８番５号 

 

・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 82号 茨木市立生涯学習センター条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①使用料の改定（午前：午前９時から正午まで） 

     きらめきホール １４，４００円  →  １２，７００円 ほか 

  ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 83号 茨木市立ギャラリー条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

① 使用料の改定（１単位 ６日間） 

     ギャラリー ８８，１００円  →  ８７，０００円 

 ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 
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議案第 84号 茨木市都市公園条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①使用料の改定（一般：１面１時間） 

     ア 庭球場 ５００円  →  ５５０円 

イ 屋内運動場 １，０００円  →  １，２００円 

② 高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 85号 茨木市運動広場条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①使用料の改定（一般：１面１時間） 

     屋外庭球場 ５００円  →  ５５０円 

 ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

 

議案第 86号 茨木市立市民体育館条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①使用料の改定（午前：午前９時から正午まで） 

     市民体育館第１体育室 ７,０００円  →  ７,３００円 ほか 

 ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 
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議案第 87号 茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

① 利用時間帯及び利用料の改定 

ア 午前、午後、夜間の利用時間帯の改定 

イ 利用料の改定（午前９時から午後１時まで） 

大会議室 ７５０円  →  １,１５０円 ほか 

  ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

  ③市外居住者の利用料金について規定 利用料の額に１０割の額を加算 
 
 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 88号 茨木市立男女共生センター条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①利用料の改定（午前：午前９時から正午まで） 

     ワムホール ７,６００円  →  ７,７５０円 ほか 

  ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 
 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 89号 茨木市市民農園条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直し及び地番確定に伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①利用料の改定 

ア 総持寺ふれあい農園  ２０,０００円  →  １９,５００円 

     イ 山手台ふれあい農園  １８,０００円  →  ２０,０００円 

     ウ 島ふれあい農園    １８,０００円  →  １７,５００円 

     エ 彩都東ふれあい農園  １５,０００円  →  １５,５００円 

②地番の確定 

   ア 彩都やまぶきふれあい農園   

茨木市大字粟生岩阪２４４番１  →  茨木市彩都やまぶき五丁目７番 

   イ 彩都東ふれあい農園   

   茨木市大字粟生岩阪３９８番１、３９８番３、３９８番４、３９９番、４００番 

    →  茨木市彩都やまぶき四丁目１５４番２ 

  ③利用の許可制限の規定に、「暴力団の利益になるとき」を追加 

 

 ・施 行 日  ①アウ平成２９年４月１日 

①イ平成２７年４月１日 

①エ平成２８年４月１日 

②③公布の日 
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議案第 90号 茨木市里山センター条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①利用料金の改定（午前：午前９時から正午まで） 

     会議室 ４００円  →  ３５０円 ほか 

  ②高校生以下の者で構成される団体が無料となる場合について明確化 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

 

議案第 91号 茨木市教育施設等使用条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①使用料の改定（一般：最初の２時間） 

     ア 教室又はこれに準ずる室 １２０円  →  １４０円  

   イ 屋内運動場 ９００円  →  １,０００円  

  ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

  ③文言の整理 

 

 ・施 行 日  ①②平成２７年４月１日 

        ③公布の日 

 

議案第 92号 茨木市公民館条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直し及びコミュニティセンターへの移行に伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

① 使用時間帯及び使用料の改定 

   ア 午前及び夜間の使用時間帯の改正 

イ 各室使用料の改定（大会議室及び多目的ホールは同一の区分に統一する） 

（午前：午前９時から午後１時まで） 

        ・大会議室（多目的ホール） ６００円  →  １,１５０円 

     ・会議室等 ３００円  →  ４００円 ほか 

  ②高校生以下の者で構成される団体が減額される場合について明確化 

  ③市外居住者の使用料について規定 

   使用料の額に１０割の額を加算 

  ④コミュニティセンターへの移行に伴う改定 

駐車場使用料に関する規定から「春日公民館」を削除する。 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 
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議案第 93号 茨木市立青少年センター条例の一部改正について 

○ 公の施設使用料の見直しに伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  使用料の改定（午前：午前９時から正午まで） 

    ア 青少年ホール ２,３００円  →  ２,１５０円  

  イ 児童室 ３００円  →  ２５０円 ほか 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 94号 茨木市青少年野外活動センター条例の一部改正について 

○ 施設の使用範囲等の変更に伴う所要の改正 

                          

 ・改正内容 

  ①市外在住者の宿泊施設を第１・２・３キャンプ場とする。 

  ②使用料を前納しなければならない旨を規定 

 

 ・施 行 日  平成２７年４月１日 

議案第 95号 茨木市総合計画（第５次）基本構想について           28頁参照 

○ 策定の背景 

 平成２７年度からの新しい１０年を見通し、めざすべき将来像を描きつつ計画的に施策 

を推進していくため、茨木市総合計画策定条例に基づき茨木市総合計画（基本構想）を策 

定する。 

 

○ 計画期間 

 １０年間（平成２７年度～平成３６年度） 

 

○ 内容 

 ・計画策定に当たって 

   ①これまでの茨木市のまちづくり 

   ②茨木の魅力 

   ③茨木市を取り巻く社会環境 

   ④市民の思い 

   ⑤計画の位置づけ 

・計画の構成と期間 

・基本構想 

  ①まちづくりの視点 

 ②スローガン 

 ③まちの将来像とまちづくりを支える基盤の方針 
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議案第 96号 茨木市立コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

○ 施設の名称 ①茨木市立葦原コミュニティセンター 

        ②茨木市立中津コミュニティセンター 

        ③茨木市立庄栄コミュニティセンター 

        ④茨木市立水尾コミュニティセンター 

        ⑤茨木市立郡コミュニティセンター 

        ⑥茨木市立西河原コミュニティセンター 

        ⑦茨木市立穂積コミュニティセンター 

        ⑧茨木市立畑田コミュニティセンター 

        ⑨茨木市立東コミュニティセンター 

        ⑩茨木市立豊川コミュニティセンター 

        ⑪茨木市立彩都西コミュニティセンター 

        ⑫茨木市立三島コミュニティセンター 

        ⑬茨木市立大池コミュニティセンター 

 

○ 指定管理者 ①茨木市新和町２１番２７号 

葦原コミュニティセンター管理運営委員会 

        ②茨木市桑田町１３番２９号 

         中津コミュニティセンター管理運営委員会 

        ③茨木市庄二丁目２６番１２号 

         庄栄コミュニティセンター管理運営委員会 

        ④茨木市水尾二丁目９番１５号 

         水尾コミュニティセンター管理運営委員会 

        ⑤茨木市郡五丁目１２番１１号 

         郡コミュニティセンター管理運営委員会 

        ⑥茨木市西河原北町７番２１号 

         西河原コミュニティセンター管理運営委員会 

        ⑦茨木市下穂積一丁目７番５号 

         穂積コミュニティセンター管理運営委員会 

        ⑧茨木市畑田町３番６号 

         畑田コミュニティセンター管理運営委員会 

        ⑨茨木市学園町４番１８号 

         東コミュニティセンター管理運営委員会 

        ⑩茨木市藤の里二丁目１６番８号 

豊川コミュニティセンター管理運営委員会 

       ⑪茨木市彩都あさぎ一丁目３番４号 

         彩都西コミュニティセンター管理運営委員会 

        ⑫茨木市西河原二丁目７番１２号 

         三島コミュニティセンター管理運営委員会 

        ⑬茨木市舟木町１１番３５号 

大池地区自治連絡協議会 

 

○ 指定の期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 
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議案第 97号 茨木市立西河原市民プールの指定管理者の指定について 

○ 施設の名称 茨木市立西河原市民プール 

 

○ 指定管理者 大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 

        シンコースポーツ・日本管財共同事業体 

 

○ 指定の期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

議案第 98号 茨木市高齢者活動支援センターの指定管理者の指定について 

○ 施設の名称 茨木市高齢者活動支援センター シニアプラザいばらき 

 

○ 指定管理者 茨木市駅前二丁目５番２４号 

       シニアネットワークいばらき 

 

○ 指定の期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

議案第 99号 茨木市多世代交流センターの指定管理者の指定について 

○ 施設の名称 茨木市福井多世代交流センター 

 

○ 指定管理者 茨木市庄二丁目７番３５号 

        社会福祉法人 秀幸福祉会 

 

○ 指定の期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 
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議案第 100号 
茨木市多世代交流センター及び茨木市立老人デイサービスセンターの指定管

理者の指定について 

○ 施設の名称 ①茨木市西河原多世代交流センター・茨木市立西河原老人デイサービス 

       センター 

        ②茨木市葦原多世代交流センター・茨木市立葦原老人デイサービスセン 

        ター 

        ③茨木市沢池多世代交流センター・茨木市立沢池老人デイサービスセン 

        ター 

        ④茨木市南茨木多世代交流センター・茨木市立南茨木老人デイサービス 

         センター 

 

○ 指定管理者 ①茨木市見付山一丁目３番２９号 

社会福祉法人 慶徳会 

       ②茨木市畑田町１１番２５号 

社会福祉法人 茨木厚生会 

       ③大阪府箕面市白島三丁目５番５０号 

         ＯＳＪ・ＫＦＫグループ  

       ④大阪府箕面市白島三丁目５番５０号 

         ＯＳＪ・ＳＦＪグループ 

○ 指定の期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

議案第 101号 市営土地改良事業の施行について 

○ 平成２６年８月発生の台風１１号及び豪雨により被災した農地の災害復旧事業の施行 

  

  ・事 業 名  農林水産業施設災害復旧事業 

   ・総事業費  １０２，５７３，０００円 

   ・施行場所  茨木市大字上音羽１８３６番ほか９８件 

   ・事業期間  平成２６年１２月議決日～平成２９年３月３１日 

   ・根 拠 法  土地改良法第９６条の２第２項 
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議案第 102号 
工事請負契約締結について（市道福井宿久庄線（山麓線２工区）橋梁上部工 

（第１・２橋梁）新設工事）                  29頁参照 

○ 契約の方法   一般競争入札 

○ 契約の金額   １９５，７７９，７００円 

○ 契約の相手方  大阪市北区浪花町１３番３８号 

         株式会社 香山組 大阪支店 支店長 香
か

 山
やま

 義
よし

 法
のり

 

○ 工事場所    茨木市大字宿久庄地内 

○ 工事内容    橋梁上部工（第１橋梁）、橋梁上部工（第２橋梁）、土工、排水構造物工、 

舗装工、下水道管路工 

 

○ 工事完了予定日 平成２７年１０月３０日 

 

議案第 103号 平成 26年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第４号） 

○ 補正額  187,619千円 （補正後 89,037,880千円 － 補正前 88,850,261千円） 
 
 （歳  入）                          （歳  出） 

  ・地方特例交付金     △4,181千円     ・人件費        497,077千円 

  ・分担金及び負担金   20,846千円     ・物件費       △63,148千円 

  ・使用料及び手数料    8,566千円     ・補助費等        193,904千円 

  ・国庫支出金       103,680千円   ・投資的経費    △448,928千円 

  ・府支出金           433千円   ・その他の経費     8,714千円 

  ・諸収入            37,975千円    

  ・市債             20,300千円   

 

  ・繰越明許費補正 

   （追加）多世代交流センター整備事業        6,800千円 

   （追加）水路維持事業                       9,100千円 

   （追加）別院町自転車駐車場解体整備事業      35,815千円 

   （追加）農林業施設災害復旧事業         102,573千円 

 

  ・債務負担行為補正 

   （追加）指定管理者の指定を行う施設について、指定管理の期間及び指定管理料の 

限度額を設定する。 

・コミュニティセンター                  67,500千円 

・西河原市民プール                  330,000千円 

・高齢者活動支援センター 

     施設管理経費 90,000千円及び市が必要と認める事業実施経費 

・多世代交流センター  

施設管理経費 305,000千円及び市が必要と認める事業実施経費 
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議案第 104号 平成 26年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

○ 補正額  11,668千円 （補正後 15,307,643千円 － 補正前 15,295,975千円） 
 
 （歳  入）                          （歳  出） 

  ・繰入金           11,668千円      ・総務費         11,668千円 

議案第 105号 平成 26年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

○ 補正額  △30,169千円 （補正後 8,408,831千円 － 補正前 8,439,000千円） 
 
 （歳  入）                          （歳  出） 

  ・国庫支出金      △16,600千円      ・下水道事業費  △30,169千円 

  ・繰入金        △2,954千円 

  ・繰越金            852千円 

  ・諸収入          1,933千円 

  ・市債        △13,400千円 

 

  ・債務負担行為補正 

   （追加）公共下水道整備事業                 8,964千円 

報告第 24号 平成 26年度上半期大阪府茨木市財政状況報告について 

○ 平成２６年９月３０日現在の財政状況の報告 

報告第 25号 平成 26年度上半期大阪府茨木市水道事業業務状況報告について 

○ 平成２６年９月３０日現在の業務状況の報告 
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議案第　７３　号資料 健康福祉部　高齢介護課

地域包括支援センターの人員配置地域包括支援センターの人員配置地域包括支援センターの人員配置地域包括支援センターの人員配置

（単位：人）

北部
地域

中心地域
中部

丘陵地域
東部

丘陵地域
西部

中心地域
東部

中心地域
西部

南部
地域

958 10,973 6,854 3,465 12,595 12,602 12,494

1 または 2 3 3 3 3 3 3

保健師等 1 1 1 1 1 1

社会福祉士等 1 1 1 1 1 1

主任介護支援専門員等 1 1 1 1 1 1

天兆園 常清の里 エルダー 春日丘荘 葦原

2 6 4 3 7 6 6

保健師等 2 2 1 2 2 2

社会福祉士等 1 3 1 1 2 2 2

主任介護支援専門員等 1 1 1 1 3 2 2

社会福祉協議会

茨
木
市

専門職配置人数
（平成26年10月末現在）

内
訳

日常生活圏域

地域包括支援センター名

1

または

2

圏域高齢者人口
（平成26年３月末現在）

内
訳

専門職配置人数

国
の
基
準
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　議案第　７７　号参考資料
建設部　建設管理課

茨木市モノレール宇野辺駅前自転車駐車場 位置図

穂積小学校

穂積ポンプ場

大阪モノレール宇野辺駅

（現行）モノレール宇野辺駅前自転車

駐車場（自転車480台 バイク55台）

（増設）モノレール宇野辺駅前

自転車駐車場（自転車189台）
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茨木市モノレール宇野辺駅前自転車駐車場 増設平面図

大阪モノレール宇野辺駅
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議案第　７８　～　９３　号資料 企画財政部　財政課

１１１１　　　　見直見直見直見直しのしのしのしの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

　平成22年度の見直しから４年が経過している公の施設使用料について、前回の外部委員の

意見を踏まえ設定した統一的な算定基準により、現状の維持管理経費等をもとに定期的な算

定見直しを行い、「利用と負担の公平性の確保」を図る。
　○使用料＝算定基準額×負担割合

　・算定基準額：利用者に負担を求める経費で、施設の維持管理経費や総務管理経費等

　・負担割合：施設の種類や性質に応じて、利用者に負担をしてもらう割合

２２２２　　　　見直見直見直見直しのしのしのしの内容内容内容内容

　　　　◎◎◎◎料金算定料金算定料金算定料金算定をををを行行行行ったったったった施設施設施設施設（145（145（145（145のののの会議室等会議室等会議室等会議室等））））のうちのうちのうちのうち約半数約半数約半数約半数のののの区分区分区分区分においてにおいてにおいてにおいて料金料金料金料金がががが引引引引きききき下下下下がががが

　　　　　　　　ることとなりることとなりることとなりることとなり、、、、施設施設施設施設のののの利用利用利用利用がががが促進促進促進促進されるされるされるされる。。。。

　　　　◎これまで◎これまで◎これまで◎これまで料金差料金差料金差料金差がががが生生生生じていたコミュニティセンターじていたコミュニティセンターじていたコミュニティセンターじていたコミュニティセンター、、、、公民館公民館公民館公民館、、、、いのち・いのち・いのち・いのち・愛愛愛愛・ゆめセンタ・ゆめセンタ・ゆめセンタ・ゆめセンタ

　　　　　　　　ーのーのーのーの「「「「地域集会施設地域集会施設地域集会施設地域集会施設」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、基本基本基本基本とするとするとするとする料金算定料金算定料金算定料金算定のののの考考考考ええええ方方方方にににに沿沿沿沿ってってってって統一化統一化統一化統一化をををを図図図図るるるる。。。。

　　　　◎◎◎◎高校生以下高校生以下高校生以下高校生以下のののの団体利用料金団体利用料金団体利用料金団体利用料金のののの適用基準適用基準適用基準適用基準をををを整理整理整理整理しししし、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる利用促進利用促進利用促進利用促進をををを図図図図るるるる。。。。

（（（（１１１１））））対象施設対象施設対象施設対象施設についてについてについてについて

　　現状の維持管理経費等をもとに、各施設の会議室等の料金を改定（引上げ・引下げ等）

　する。また、宿泊を伴う施設や個人利用のプールについては前回に引き続き対象外とする。

・21施設の内訳（改定15、現行どおり１、改定なし２、対象外３）

（（（（２２２２））））料金料金料金料金のののの改定状況改定状況改定状況改定状況についてについてについてについて

　　各施設の料金については、145の区分のうち約半数の80区分の料金が引下げとなるため、

　引上げとなる対象は全体の20％にとどまり、料金収入全体では３％の引下げとなる。

・145区分の内訳（引上げ31、引下げ80、現行どおり22、改定なし12）

 

（（（（３３３３））））地域集会施設地域集会施設地域集会施設地域集会施設のののの料金統一料金統一料金統一料金統一についてについてについてについて

　　前回の改定では、コミュニティセンター、公民館、いのち・愛・ゆめセンターの３施設

　については、地域活動の推進を図る「地域集会施設」として、同一の面積単価を用い使用

　料を算定したが、一度に料金を統一することに伴う急激な変化を緩和したため、料金の差

　が生じている状況にあることから、今回の改定では、３施設の使用料は、基本とする料金

　算定の考え方に沿って統一化を図る。　　

※ 料金の統一化に伴い、コミュニティセンターの使用料が下がることとなるため、利用者が

　負担する使用料以外の部分については、新たに（稼働率に見合った）指定管理料として市

　が負担する。

公の施設使用料の改定について

コミセン
（13h）

公民館
（13h）

料金差

2,400 1,100 1,300 1,250 △ 1,150 (48%減) 150 (14％増)

3,600 1,250 2,350 1,250 △ 2,350 (65%減) 0 (増減無)

4,800 1,350 3,450 1,900 △ 2,900 (60%減) 550 (41％増)

6,000 2,200 3,800 3,750 △ 2,250 (38%減) 1,550 (70％増)

※愛センターについては、同一単価により12.5ｈで積算を行う

会議室等

和室

実習室

多目的室等

区分

現行料金（円）
統一
料金

増減額（円）

コミセン（13h） 公民館（13h）

◎各室使用料
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議案第　７８　～　９３　号資料 企画財政部　財政課

（（（（４４４４））））高校生以下高校生以下高校生以下高校生以下のののの団体利用料金団体利用料金団体利用料金団体利用料金についてについてについてについて

　　子どもの健全な育成を図る活動を支援するため設定している「高校生以下の団体利用料

　金」について、適正性の確保及び制度適用の趣旨を鑑み、更なる統一的な運用に向け適用

　基準を見直す。

 ○適用不可の利用を「　企業が主催する活動、教室等」に限定し、個人教室等の利用に

 　ついては、高校生以下料金を適用することとし、統一的な運用を図る。
 　※ 個人等が企業に加盟して行う活動及び企業の商標や権利等を有して行う活動を含む。

 ○適用不可の基準に「高校生以下の者が２人未満で、または高校生以下の者が半数に満

 　たない活動（障害児及び乳幼児の活動は除く）」を追加し、適用の明確化を図る。

（（（（５５５５））））施設施設施設施設のキャンセルのキャンセルのキャンセルのキャンセル料料料料についてについてについてについて

①①①① 割合割合割合割合のののの統一統一統一統一

　キャンセル料について、多くの施設が５割（５割払い戻し）となっていることから、５

割でない一部の施設について５割に統一する。

②②②② 発生時期発生時期発生時期発生時期のののの見直見直見直見直しししし

　申込（許可）時から発生していたキャンセル料について、申込期間が概ね２か月以上あ

る施設については、申込（受付）の開始日から１か月間の取消しは、キャンセル料がかか

らない（全額還付）期間を設定する。（ホール等を除く）

(例) 申込が３か月前から可能な施設のキャンセル料⇒利用日から起算して２か月前から発生

申込が６か月前から可能な施設のキャンセル料⇒利用日から起算して５か月前から発生

（（（（６６６６））））施設施設施設施設のののの市外料金市外料金市外料金市外料金についてについてについてについて

　市外料金について多くの施設が２倍となっていることから、２倍でない一部の施設につい

て２倍に統一する。

３３３３　　　　料金適用料金適用料金適用料金適用のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて

　これまでの改定時の対応と同様に、新料金の適用は、以下の理由から施行日（平成27年4月

1日）以降の申込（許可）分とし、それ以前の申込（許可）分については、経過措置を設け従

前（旧料金の適用）によることとする。

①①①① 使用料使用料使用料使用料はははは申込申込申込申込（（（（許可許可許可許可））））時点時点時点時点のののの料金料金料金料金をををを適用適用適用適用

　施設等の使用料は、利用者が選択する将来の利用日について、事前の申込みを許可する

ことにより、その使用権が確約されることになるため、利用日時点の料金ではなく、その

事実が確定した時点となる申込（許可）時点の料金を適用する。

②②②② 公平性公平性公平性公平性・・・・公正性公正性公正性公正性のののの確保確保確保確保のののの必要性必要性必要性必要性

　使用料の改定は、「利用と負担の公平性の確保」により適正な税配分を維持し公正な行

財政運営を行うための取組みであり、統一的な算定基準で適切に料金を算定した結果、引

上げとなる施設も引下げとなる施設も利用者に対し公平に対応する必要がある。

　したがって、市は公平で公正な行財政運営を確保するため、一定の経過措置を講じつつ、

新料金へ移行する。

※※※※
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使用料の改定状況について

引上 引下 現行どおり 改定なし

1 市民会館 ユーアイホール 11 11

2 市民活動センター 1 1

3 福祉文化会館 オークシアター 10 4 4 2

4 市民総合センター クリエイトセンター 19 2 17

5 男女共生センター ローズＷＡＭ 15 2 13

6 生涯学習センター きらめき 29 1 28

7 コミュニティセンター 4 4

8 公民館 4 3 1

9 いのち・愛・ゆめセンター 9 3 4 2

10 体育館（都市公園西河原屋内運動場含む） 10 8 2

11 豊川いのち・愛・ゆめセンター（体育室・トレーニング室） 2 1 1

12 運動場・庭球場・弓道場・フットサル場 5 1 4

13 里山センター 6 2 2 2

14 市民農園 8 2 2 4

15 小・中学校、幼稚園（目的外使用） 3 2 1

16 市立ギャラリー 1 1

17 天文観覧室 1 1

18 青少年センター 7 4 3

145 31 80 22 12

対象施設 対象区分
内訳
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改定する使用料の算出状況

　○「算出料金」は算定式により算出した改定の基礎となる料金である。

　○「改定料金」は算出料金をもとに設定した全日使用の額であり、各時間割料金についてはその範囲内で設定する。

算出料金 現行料金 改定料金 改定率 増減額

(円) (円) (円) (％) (円)

福祉文化会館 文化ホール ホール 平日･全日(9-22) 37,210 37,980 2.1 770

使用料 ※１ 土日祝･全日(9-22) 41,350 42,200 2.1 850

101号室 会議室 全日(9-22) 4,990 4,950 4,950 0.0 0

201号室 会議室 全日(9-22) 4,990 4,950 4,950 0.0 0

202号室 会議室 全日(9-22) 8,079 8,000 8,050 0.6 50

203号室 会議室 全日(9-22) 5,982 5,900 5,950 0.8 50

和室（204号室） 会議室 全日(9-22) 3,504 4,100 3,500 -14.6 -600

301号室 会議室 全日(9-22) 4,990 5,100 4,950 -2.9 -150

302号室 会議室 全日(9-22) 16,297 17,600 16,250 -7.7 -1,350

303号室 会議室 全日(9-22) 10,210 14,300 11,400 -20.3 -2,900

楽屋 会議室 全日(9-22) 4,242 4,100 4,200 2.4 100

市民総合センター センターホール ホール 平日･全日(9-22) 67,680 69,120 2.1 1,440

使用料 ※１ 土日祝･全日(9-22) 75,200 76,800 2.1 1,600

多目的ホール ﾎｰﾙ･特別全日(9-22) 27,907 27,200 27,900 2.6 700

101号室 会議室 全日(9-22) 3,503 4,100 3,500 -14.6 -600

102号室 会議室 全日(9-22) 3,757 4,100 3,750 -8.5 -350

103号室 会議室 全日(9-22) 3,897 4,100 3,850 -6.1 -250

201号室 会議室 全日(9-22) 3,679 4,100 3,650 -11.0 -450

202号室 会議室 全日(9-22) 4,920 5,100 4,900 -3.9 -200

203号室 会議室 全日(9-22) 4,920 5,100 4,900 -3.9 -200

204号室 会議室 全日(9-22) 4,354 6,200 4,950 -20.2 -1,250

研修室 会議室 全日(9-22) 7,569 7,950 7,550 -5.0 -400

302号室 会議室 全日(9-22) 5,251 6,200 5,250 -15.3 -950

303号室 会議室 全日(9-22) 5,471 6,200 5,450 -12.1 -750

304号室 会議室 全日(9-22) 7,379 7,950 7,350 -7.5 -600

和室 会議室 全日(9-22) 8,167 11,150 8,900 -20.2 -2,250

控室 会議室 全日(9-22) 2,208 3,150 2,500 -20.6 -650

第１楽屋 会議室 全日(9-22) 1,901 2,050 1,900 -7.3 -150

第２楽屋 会議室 全日(9-22) 1,901 2,050 1,900 -7.3 -150

生活実習室 特別室 全日(9-22) 8,019 8,250 8,000 -3.0 -250

工芸創作室 特別室 全日(9-22) 8,019 8,250 8,000 -3.0 -250

男女共生センター ワムホール ホール 全日(9-21:30) 28,497 27,800 28,450 2.3 650

使用料 控室１ 会議室 全日(9-21:30) 913 1,500 1,200 -20.0 -300

控室２ 会議室 全日(9-21:30) 1,127 1,500 1,200 -20.0 -300

ローズホール 特別室 全日(9-21:30) 9,132 11,100 9,100 -18.0 -2,000

ファミリールーム 会議室 全日(9-21:30) 941 1,500 1,200 -20.0 -300

料理工房 特別室 全日(9-21:30) 8,662 11,000 8,800 -20.0 -2,200

和室 会議室 全日(9-21:30) 3,927 11,000 8,800 -20.0 -2,200

会議室401 会議室 全日(9-21:30) 1,728 3,800 3,000 -21.1 -800

会議室402 会議室 全日(9-21:30) 2,524 3,800 3,000 -21.1 -800

会議室403 会議室 全日(9-21:30) 992 1,500 1,200 -20.0 -300

セミナー室404 会議室 全日(9-21:30) 2,524 3,800 3,000 -21.1 -800

セミナー室405 会議室 全日(9-21:30) 4,086 4,100 4,050 -1.2 -50

研修室501 会議室 全日(9-21:30) 4,783 4,700 4,750 1.1 50

研修室502 会議室 全日(9-21:30) 5,836 7,000 5,800 -17.1 -1,200

控室503 会議室 全日(9-21:30) 956 1,500 1,200 -20.0 -300

生涯学習センター きらめきホール ﾎｰﾙ･特別全日(9-22) 46,557 52,800 46,550 -11.8 -6,250

使用料 和室（全室） 会議室 全日(9-22) － 6,900 5,450 -21.0 -1,450

和室(半室1) 会議室 全日(9-22) 2,516 4,100 3,250 -20.7 -850

和室(半室2) 会議室 全日(9-22) 1,565 2,800 2,200 -21.4 -600

42,230

76,805

名 称

料 金 区 分 料 金

部 屋 等 別 分 類 区 分
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改定する使用料の算出状況

算出料金 現行料金 改定料金 改定率 増減額

(円) (円) (円) (％) (円)

名 称

料 金 区 分 料 金

部 屋 等 別 分 類 区 分

生涯学習センター 控室１ 会議室 全日(9-22) 1,398 1,700 1,350 -20.6 -350

使用料 控室２ 会議室 全日(9-22) 559 600 550 -8.3 -50

控室３ 会議室 全日(9-22) 1,048 1,100 1,000 -9.1 -100

親子室 会議室 全日(9-22) 699 700 650 -7.1 -50

研修室301 会議室 全日(9-22) 4,403 4,600 4,400 -4.3 -200

研修室302 会議室 全日(9-22) 5,940 6,300 5,900 -6.3 -400

研修室303 会議室 全日(9-22) 5,870 6,300 5,850 -7.1 -450

研修室304 会議室 全日(9-22) 7,478 7,700 7,450 -3.2 -250

会議室305 会議室 全日(9-22) 6,220 6,300 6,200 -1.6 -100

会議室306 会議室 全日(9-22) 2,097 2,300 2,050 -10.9 -250

会議室307 会議室 全日(9-22) 2,097 2,300 2,050 -10.9 -250

学習室401 会議室 全日(9-22) 4,403 4,900 4,400 -10.2 -500

学習室402 会議室 全日(9-22) 4,263 4,900 4,250 -13.3 -650

学習室403 会議室 全日(9-22) 4,263 4,900 4,250 -13.3 -650

学習室404 会議室 全日(9-22) 4,263 4,900 4,250 -13.3 -650

学習室405 会議室 全日(9-22) 4,263 4,900 4,250 -13.3 -650

学習室406 会議室 全日(9-22) 2,376 2,800 2,350 -16.1 -450

陶芸室 特別室 全日(9-22) 7,645 7,800 7,600 -2.6 -200

工芸室 特別室 全日(9-22) 11,002 11,300 11,000 -2.7 -300

アトリエ 特別室 全日(9-22) 8,857 9,100 8,850 -2.7 -250

多目的スタジオ 特別室 全日(9-22) 11,841 12,200 11,800 -3.3 -400

録音スタジオ 特別室 全日(9-22) 2,144 2,200 2,100 -4.5 -100

音楽スタジオ 特別室 全日(9-22) 1,492 1,400 1,450 3.6 50

食工房 特別室 全日(9-22) 8,391 8,600 8,350 -2.9 -250

IT学習室 特別室 全日(9-22) 8,671 13,200 10,550 -20.1 -2,650

コミュニティ 会議室 地域施設全日(9-22) 1,256 2,400 1,250 -47.9 -1,150

センター使用料 和室 地域施設全日(9-22) 1,275 3,600 1,250 -65.3 -2,350

多目的室 地域施設全日(9-22) 3,763 6,000 3,750 -37.5 -2,250

実習室 地域施設全日(9-22) 1,926 4,800 1,900 -60.4 -2,900

公民館使用料 大会議室・多目的ホール 地域施設全日(9-22) 3,763 2,200 3,750 70.5 1,550

会議室等 地域施設全日(9-22) 1,256 1,100 1,250 13.6 150

和室 地域施設全日(9-22) 1,275 1,250 1,250 0.0 0

実習室 地域施設全日(9-22) 1,926 1,350 1,900 40.7 550

いのち・愛・ゆめ 大会議室 地域施設全日(9-21:30) 3,618 2,250 3,600 60.0 1,350

センター使用料 料理教室等 地域施設全日(9-21:30) 1,851 1,350 1,850 37.0 500

会議室等 地域施設全日(9-21:30) 1,207 1,200 1,200 0.0 0

和室等 地域施設全日(9-21:30) 1,226 1,200 1,200 0.0 0

小会議室 地域施設全日(9-21:30) 621 750 600 -20.0 -150

多目的室（分館） 地域施設全日(9-21:30) 2,225 1,500 2,200 46.7 700

調理実習室（分館） 地域施設全日(9-21:30) 834 1,050 800 -23.8 -250

研修室・工作室等（分館） 地域施設全日(9-21:30) 596 900 550 -38.9 -350

音楽室（分館） 地域施設全日(9-21:30) 1,292 2,400 1,250 -47.9 -1,150

市民体育館使用料 第１体育室 体育館 全日(9-21:30) 29,103 28,000 29,100 3.9 1,100

第２・３・４・５体育室 体育館 全日(9-21:30) 5,834 5,800 5,800 0.0 0

第１・２会議室 体育館 全日(9-21:30) 1,171 1,050 1,150 9.5 100

福井市民体育館使用料 体育室 体育館 全日(9-21:30) 14,552 13,950 14,550 4.3 600

多目的室 体育館 全日(9-21:30) 2,917 2,800 2,900 3.6 100

東市民体育館・ アリーナ 体育館 全日(9-21:30) 29,103 28,000 29,100 3.9 1,100

南市民体育館 体育室・多目的室 体育館 全日(9-21:30) 5,834 5,800 5,800 0.0 0

使用料 会議室 体育館 全日(9-21:30) 1,171 1,050 1,150 9.5 100

研修室 体育館 全日(9-21:30) 1,171 1,050 1,150 9.5 100
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改定する使用料の算出状況

算出料金 現行料金 改定料金 改定率 増減額

(円) (円) (円) (％) (円)

名 称

料 金 区 分 料 金

部 屋 等 別 分 類 区 分

西河原公園北 屋内運動場（体育館区分） １時間あたり 2,328 1,000 1,200 20.0 200

豊川いのち・愛・ゆめ 体育室 体育室 全日(9:15-21:15) 4,512 4,000 4,500 12.5 500

センター使用料 トレーニング室 体育室 全日(9:15-21:15) 948 2,000 1,600 -20.0 -400

運動広場・ 運動場 １時間あたり 554 550 550 0.0 0

都市公園 庭球場（屋外） １時間あたり 554 500 550 10.0 50

使用料 庭球場（屋内） １時間あたり 681 650 650 0.0 0

弓道場 ３時間あたり 209 200 200 0.0 0

フットサル場 １時間あたり 817 800 800 0.0 0

里山センター 研修室 全日(9-17) 809 900 800 -11.1 -100

使用料 会議室 全日(9-17) 809 900 800 -11.1 -100

木工工作室 全日(9-17) 1,011 900 1,000 11.1 100

多目的室 全日(9-17) 1,267 900 1,050 16.7 150

木工室 全日(9-17) 930 900 900 0.0 0

資材保管庫 年間 1,849 1,800 1,800 0.0 0

ふれあい農園 １面あたり 22,579 22,500 22,500 0.0 0

使用料 １面あたり 18,064 18,000 18,000 0.0 0

１面あたり 13,548 13,500 13,500 0.0 0

１面あたり 19,816 20,000 19,500 -2.5 -500

１面あたり 20,393 18,000 20,000 11.1 2,000

１面あたり 18,135 18,000 18,000 0.0 0

１面あたり 17,846 18,000 17,500 -2.8 -500

１面あたり 15,563 15,000 15,500 3.3 500

小・中学校、幼稚園 ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ･教室等 ※２ ２時間利用 140 120 140 16.7 20

使用料(目的外) 屋内運動場 ※３ ２時間利用 1,100 900 1,000 11.1 100

運動場・園庭 ２時間利用 500 500 500 0.0 0

市立ギャラリー使用料 １単位(６日間) 87,013 88,100 87,000 -1.2 -1,100

天文観覧室 100 100 100 0.0 0

青少年センター 青少年ホール 全日(9-22) 8,073 8,500 8,050 -5.3 -450

使用料 料理室 全日(9-22) 967 950 950 0.0 0

和室 全日(9-22) 1,527 1,500 1,500 0.0 0

児童室 全日(9-22) 1,052 1,100 1,050 -4.5 -50

第１会議室 全日(9-22) 983 950 950 0.0 0

第２会議室 全日(9-22) 1,719 1,750 1,700 -2.9 -50

音楽視聴覚室 全日(9-22) 3,304 3,450 3,300 -4.3 -150

1,156,320 1,116,440 -3.4 -39,880

「改定料金」は50円単位で切り捨てとする。

（但し、500円以下の料金区分は10円単位で切り捨て、ふれあい農園は500円単位で切り捨てとする。）

※１： 平日料金は土日祝料金の9/10に相当する額とする。（10円単位切り捨て）

※２： ２時間利用を基本に１時間毎（２時間料金の半額）の追加利用を可能とする。

※３： 改定料金については、同種の施設である公民館・市民体育館・運動広場運動場の時間単価の1/2相当額を

　　　 基本に算出。

天文観覧室

合計

銭原ふれあい農園(小)

総持寺ふれあい農園

山手台ふれあい農園

彩都やまぶきふれあい農園

島ふれあい農園

彩都東ふれあい農園

銭原ふれあい農園(大)

銭原ふれあい農園(中)
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議案第 ９５ 号資料                                        企画財政部 政策企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりを進めるための基盤 

①ともに支え合い、健やかに暮らせるまち 

②次代の社会を担う子どもたちを育むまち 

③みんなの“楽しい”が見つかる文化のまち 

④市民・地域とともに備え、命と暮らしを守る安全安心のまち 

⑤都市活力がみなぎる便利で快適なまち 

⑥心がけから行動へ みんなで創る環境にやさしいまち 

まちの将来像 

●住み慣れている、●交通の便が良い、●住環境が良い、●日常生活に必要な施設、ものがそろい便利、●自然環境が良い 

市民の思い （市民アンケート、市民ワークショップ） 

●商店街をもっと楽しく、●若い世代があつまるまち、●みんなに知ってもらう、伝えたい、●茨木のシンボルがほしい、

●活気、つながりのあるまち、●“ほっと”できるまち、●地域、人とのつながり、●子育てしやすいまち、●子ども同士、

子と親、親と高齢者のつながり、●お年寄りの手を借りて子どもも安心して暮らせるまち 

ほっといばらき もっと、ずっと 

スローガン 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

みんなで育む「茨木らしさ」

で活力みなぎる HOT なまち 

みんなで広げる「人の輪」で

笑顔あふれるホッとするま

ち 

コミュニティの活性化などにより、

「人の輪」の中で誰もがつながり

を実感し、元気に安心して地域

で暮らし続けることができるまち

づくりを進めます。 

まちづくりの視点 

活力活力活力活力    

茨木市に関わる人々が、茨木

ならではの魅力を創造・共有・

発信することで人を惹きつけ、

熱気や活気があふれ、人々が

元気に躍動する、活力みなぎる

HOT なまちづくりを進めます。 

つながりつながりつながりつながり    

誇誇誇誇りとりとりとりと愛着愛着愛着愛着    

(1)身近に自然が 

ひろがるまち 

(2)交通環境が充実 

した便利なまち 

(3)暮らしを楽しむまち 

(6)学術研究機関 

などの資源が 

充実したまち 

(4)働き・学び・住み、

多様な機能をもつ

まち 

(5)歴史・文化が 

息づくまち 

(7)教育・子育て環境

が充実したまち 

①人口減少社会

の到来と人口構

造の変化 

②産業構造や地域

経済を取り巻く状

況の変化 

③主要プロジェクト

をいかしたまちづ

くりの推進 

④安全・安心への

意識の高まり 

⑤環境問題への

意識の高まり 

⑥地方分権の進展

と民間活動の活

発化 

⑦コミュニティの

変容 

⑧情報ネットワーク

社会の進展 

⑨厳しい財政環境 

茨木市を取り巻く社会環境 茨木の魅力 

魅力を伸ばし発

信するまちづくり 

社会の流れを取

り込むまちづくり 

市民アンケート「住み続けたい理由」の上位５つ 

市民ワークショップ「住みたいまち」のキーワード 

まちづくりを支える基盤 

基本構想の概要 
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議案第　１０２　号参考資料 建設部　道路交通課

市道福井宿久庄線（山麓線２工区）橋梁上部工（第１・２橋梁）新設工事

工事概要 施工延長　Ｌ＝100ｍ
 　橋梁上部工　　　　 Ｎ＝2（第１・２橋梁）
 　土工　　　　　　　　　一式
   排水構造物工　　　一式
   舗装工　　　　　　　 一式
　 下水道管路工　　　一式

位　置　図

工事施工箇所

大字宿久庄地内

橋梁上部工

第1橋梁 L=30.3ｍ

第2橋梁 L=18.4ｍ
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平成26年度一般会計補正予算(第４号)総括表

(単位：千円)

特 定 財 源 一 般 財 源

9
地 方 特 例
交 付 金

△ 4,181 △ 4,181

12
分 担 金
及 び 負 担 金

20,846 20,846

13
使 用 料
及 び 手 数 料

8,566 8,566

14 国 庫 支 出 金 103,680 103,680

15 府 支 出 金 433 433

20 諸 収 入 37,975 37,975

21 市 債 20,300 20,300

187,619 183,234 4,385

88,850,261 32,507,056 56,343,205

89,037,880 32,690,290 56,347,590

補正前の予算額 Ｂ

地方特例交付金 △4,181

農林水産施設災害復旧費分担金 20,846

大阪府子どもや女性を犯罪から守る
防犯カメラ設置補助金　　　　　　 500
森林病害虫防除事業補助金      　△67

ごみ処理施設等関連収入　 20,000
保険給付金　　　　　　　 12,000
街路整備受託事業負担金　　5,975

農林業施設災害復旧債 20,300

（歳  入）

左 の 内 訳
予 算 額款

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

備 考

行政財産の目的外使用料 8,566

補    正    額 Ａ

がんばる地域交付金　　　　　　71,926
農林水産施設災害復旧費補助金　43,174
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平成26年度一般会計補正予算(第４号)総括表

(単位：千円)

人 件 費 物 件 費 扶 助 費 補 助 費 等

1 議 会 費 △ 536 △ 536

2 総 務 費 383,644 385,105 △ 12,766 11,305

3 民 生 費 246,020 53,195 23,562 152,758 4,837 11,668

4 衛 生 費 △ 28,999 31,875 △ 59,823 △ 1,051

6 農 林 水 産 業 費 △ 15,723 4,956 2,561 △ 23,240

7 商 工 費 △ 10,956 △ 7,684 △ 3,272

8 土 木 費 △ 503,756 11,711 14,998 33,113 △ 560,624 △ 2,954

9 消 防 費 34,846 34,846

10 教 育 費 △ 63,407 △ 33,218 △ 31,680 1,491

11 災 害 復 旧 費 146,486 16,827 129,659

187,619 497,077 △ 63,148 193,904 △ 448,928 8,714

88,850,261 13,715,888 15,616,165 24,279,077 7,537,496 11,271,343 16,430,292

89,037,880 14,212,965 15,553,017 24,279,077 7,731,400 10,822,415 16,439,006

消 費 的 経 費

（歳  出）

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

補    正    額 Ａ

補正前の予算額 Ｂ

予 算 額款
そ の 他 の
経 費

投 資 的
経 費
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1111  基本方針 基本方針 基本方針 基本方針

　国庫補助金等の歳入の追加及び事業費確定に伴う歳出の減額による財源を活用し、台風

や豪雨等によって被災した道路・農地等の災害復旧経費を措置するとともに、高齢者福祉

の充実や生活困窮者の自立支援対策など、行政課題の解決に向けた事業の展開を図る。

　なお、指定管理者の新規指定及び更新等により、高齢者活動支援センター、多世代交流

センター、コミュニティセンター、西河原市民プールについて債務負担行為を設定する。

2222  主 主 主 主なななな内容内容内容内容

（（（（１１１１））））台風台風台風台風・・・・豪雨等豪雨等豪雨等豪雨等のののの災害対応災害対応災害対応災害対応

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

172,018172,018172,018172,018 82,32082,32082,32082,320 89,69889,69889,69889,698

農林業施設の災害復
旧
【繰越明許費】

平成26年8月発生の台風11号及び豪雨により被災した農地の
災害復旧を行う。
被災件数：99件（被害総額102,573）
【歳入】耕地等災害復旧費補助金(国)
　　　　災害復旧費受益者分担金
　　　　市債

87,573 82,320 5,253

道路の災害復旧
平成26年8月発生の台風11号及び豪雨により被災した道路の
災害復旧を行う。
被災件数：10件（被害総額62,086）

42,086 42,086

水路護岸等の復旧
【繰越明許費】

台風・豪雨や経年劣化の影響により損壊した水路等の復旧
を行う。
被災件数：22件（被害総額20,640）

20,640 20,640

青少年野外活動セン
ター内道路の復旧

平成26年8月発生の台風11号及び豪雨により損壊した青少年
野外活動センター内道路の復旧を行う。

2,142 2,142

台風及び豪雨対応に
係る時間外休日給手
当の追加

台風・豪雨等に係る災害対策本部員及び防災情報伝達員、
避難所要員の時間外休日給手当を措置する。
〔災害復旧費〕
　・災害対策本部員　　　 　16,827
〔総務費〕
　・防災情報伝達員　　　 　 2,750
　・避難所要員

19,577 19,577

１２１２１２１２月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの内容内容内容内容についてについてについてについて

（単位：千円）

事　業

台風・豪雨
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（（（（２２２２））））高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの充実充実充実充実

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

23,09723,09723,09723,097 1,0741,0741,0741,074 22,02322,02322,02322,023

高齢者活動支援セン
ターの開設

高齢者の居場所と出番の創出や、元気で活動的な高齢者が
高齢者を支える地域づくりを推進する拠点を開設するた
め、老人福祉センター桑田荘を再編する。
【平成27年4月開設予定】
【歳入】高齢者生きがい活動促進事業補助金(国)

5,085 1,074 4,011

多世代交流センター
の整備・開設
【繰越明許費】

高齢者の活動拠点や子育て支援の場を開設するため、老人
福祉センター（桑田荘除く）を再編する。
【平成27年4月開設予定】
　※中高生の自習室、子ども活動室等は平成27年10月開設予定

18,012 18,012

（（（（３３３３））））生活困窮者対策生活困窮者対策生活困窮者対策生活困窮者対策

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

759759759759 759759759759

自立相談支援員の増

生活困窮者等の世帯に属する子どもに対して学習支援事業
を円滑に実施するため、自立相談支援員を増員する。
（現行２人⇒３人へ）
［自立相談支援員］
　　現行：２人（就労担当、住宅支援担当）
　　拡充：１人（学習支援担当）

759 759

（（（（４４４４））））図書館利用環境図書館利用環境図書館利用環境図書館利用環境のののの充実充実充実充実

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

1,4911,4911,4911,491 1,4911,4911,4911,491

図書返却ポストの設
置

図書館利用者の利便性向上を図るため、現在整備を進めて
いるJR茨木駅東口デッキに返却ポストを設置する。
【平成27年4月開始予定】

1,491 1,491

図書館の利便性向上

新たな高齢者施策の展開

（単位：千円）

事　業

生活困窮者の自立支援

（単位：千円）

事　業

（単位：千円）

事　業
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（（（（５５５５））））市営駐車場市営駐車場市営駐車場市営駐車場におけるにおけるにおけるにおける課題対応課題対応課題対応課題対応

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

41,15141,15141,15141,151 41,15141,15141,15141,151

自転車駐車場解体整
備事業
（別院町駐車場）

【繰越明許費】
　37頁参照

別院町自転車駐車場（東棟）の借地部分を返還するため、
解体工事を行う。また、解体後、市有地部分に自転車駐車
場を新たに整備するための測量設計委託を行う。

35,815 35,815

自転車駐車場の増設
（双葉町駐車場）

　37～38頁参照

別院町自転車駐車場（東棟）の解体に伴う駐輪台数の減少
に対応するため、双葉町駐車場の自動車駐車場部分を改修
して自転車駐車場を増設する。

5,336 5,336

8,2228,2228,2228,222 8,2228,2228,2228,222

モノレール宇野辺駅
前自転車駐車場の増
設

周辺の違法駐輪対策及び駐輪需要等を踏まえ、モノレール
宇野辺駅前自転車駐車場を増設する。

8,222 8,222

49,37349,37349,37349,373 49,37349,37349,37349,373

（（（（６６６６））））法改正法改正法改正法改正にににに伴伴伴伴うううう各種各種各種各種システムのシステムのシステムのシステムの対応対応対応対応

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

16,96616,96616,96616,966 2,3942,3942,3942,394 14,57214,57214,57214,572

社会保障・税番号（マ

イナンバー）システム

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入に伴い、住
民記録システム等における情報取り扱いの履歴確認機能等
の向上のため、指静脈認証を導入する。

8,467 8,467

児童扶養手当システ
ム

児童扶養手当法が改正され、年金との差額支給が開始され
ることに伴い、児童扶養手当システムの改修を行う。

5,184 5,184

農地台帳システム
農地法が改正され、農地情報の公表が義務付けられたこと
等に伴い、農地台帳システムの改修を行う。
【歳入】農地台帳システム整備事業補助金(国)

3,315 2,394 921

（単位：千円）

事　業

法改正対応

（単位：千円）

事　業

阪急茨木市駅周辺駐車場の整備

自転車駐車場の増設

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

34



（（（（７７７７））））繰越明許費繰越明許費繰越明許費繰越明許費・・・・債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為

内　容　等

多世代交流センター
整備事業

工事の設計に時間を要し、年度内に事業が完了しないた
め。

水路維持事業
工事の設計に時間を要し、年度内に事業が完了しないた
め。

別院町自転車駐車場
解体整備事業

工事及び設計に時間を要し、年度内に事業が完了しないた
め。

農林業施設災害復旧
事業

工事の設計に時間を要し、また被災件数が多いことから、
年度内に事業が完了しないため。

コミュニティセン
ター指定管理料

コミュニティセンターの指定管理者の指定に伴い、期間及
び指定管理料の限度額を設定する。
〔期　間〕平成27年度～平成29年度（３年間）
〔限度額〕67,500千円

西河原市民プール指
定管理料

西河原市民プールの指定管理者の指定に伴い、期間及び指
定管理料の限度額を設定する。
〔期　間〕平成27年度～平成31年度（５年間）
〔限度額〕330,000千円

高齢者活動支援セン
ター指定管理料

高齢者活動支援センターの指定管理者の指定に伴い、期間
及び指定管理料の限度額を設定する。
〔期　間〕平成27年度～平成31年度（５年間）
〔限度額〕90,000千円及び市が必要と認める事業実施経費

多世代交流センター
指定管理料

多世代交流センターの指定管理者の指定に伴い、期間及び
指定管理料の限度額を設定する。
〔期　間〕平成27年度～平成31年度（５年間）
〔限度額〕305,000千円及び市が必要と認める事業実施経費

債務負担行為

67,500

330,000

施設管理経費 90,000千円
及び市が必要と認める事業
実施経費

施設管理経費 305,000千円
及び市が必要と認める事業
実施経費

　繰越明許費

6,800

9,100

35,815

102,573

（単位：千円）

事　業
事業費
限度額
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（（（（８８８８））））特別会計特別会計特別会計特別会計

内　容　等

介護保険事業特別会
計
（補正第１号）

人事院勧告の反映等に伴う職員給の追加
[歳入]繰入金 11,668
[歳出]総務費 11,668

公共下水道事業特別
会計
(補正第１号)

茨木市水道・下水道事業審議会の設置、下水整備に係る一
般会計負担金の追加、人事院勧告の反映等に伴う職員給の
追加、事業費の精算に伴う減など
[歳入]国庫支出金 　△16,600、繰入金△ 2,954
      繰越金　　　 　 　852、市債　△13,400
　　　諸収入 　　　 　1,933
[歳出]下水道事業費 △30,169
[債務負担行為]
下水整備に係る一般会計への負担金について、期間及び限
度額を設定する。
　公共下水道整備事業
　　〔期　間〕平成27年度〔限度額〕8,964千円

△30,169

（単位：千円）

事　業 事業費

特別会計

11,668
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別院町自転車駐車場別院町自転車駐車場別院町自転車駐車場別院町自転車駐車場・・・・双葉町駐車場双葉町駐車場双葉町駐車場双葉町駐車場　　　　位置図位置図位置図位置図

別院町自転車駐車場(２階建）

（収容台数1,710台）
双葉町駐車場

受け入れ地

（増設）

収容予定台数1,575台

阪急茨木市駅
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双葉町駐車場双葉町駐車場双葉町駐車場双葉町駐車場　　　　平面図平面図平面図平面図

双葉町駐車場

（屋根なし）
収容予定台数1,575台収容台数1,210台
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